
 
 
 

 

 

 

 

■ 名称 

■ 所在地  
 
 

夕陽ケ丘法律事務所  
〒５４３-０００１           

大阪市天王寺区上本町８丁目２番１号 

ー２０２ 

 

■ 電話 

■ ＦＡＸ 

■ 代表者 
 

０６－６７７３－９１１４ 

０６－６７７３－９１１５ 
弁護士 井上正人 
(大阪弁護士会所属) 

 

 

 

 

１ 尋問の内容 

（１）尋問とは、裁判官の前で、以下の手

順で証言する手続きです。 

（２）原告側の当事者の尋問であれば、

原告の弁護士が先に質問し、次に被

告の弁護士が質問をしてきます。 

 最後に、裁判官が質問します。 

被告側の当事者の尋問は、逆に被

告側弁護士の質問から始まります。 

（３）相手方弁護士からの、意地悪な質

問を反対尋問といいます。 

例えば…「あなたは○○と言ってい

るが、その次の日に××していたこと

が分かっています。これは矛盾しません

か。」のような質問です。ある程度、質

問を予想することは可能ですが、最終

的には、その場で対応してもらうほか

ありません。 

 

２ 尋問の順番 

証人（原告本人及び被告本人以外

の人） →原告本人→被告本人の順

番で尋問をします。 

 

３ 本人の質問禁止 

（１）当事者に質問できるのは弁護士だ

けです。例えば、原告本人に質問でき

るのは、原告の弁護士と被告の弁護

士のみです。被告本人が原告本人に

直接質問することは認められません。 

（２）質問したいことがあれば、メモを取っ

て知らせてください。 

 

 

 

 

４ 質問の仕方 

（１）反対尋問について、相手方本人を

問い詰めるような質問をする弁護士も

います。確かに、依頼者からすれば、

相手方本人をとっちめる姿が見れて気

持ちがよいかもしれません。 

（２）逆に問い詰める質問は、相手方本

人の警戒を招いて何も答えてもらえな

くなる可能性があります。新しい事実

（有利な証拠）を引き出せない質問で

あり、不適切です。 

 

５ 尋問後の流れ 

尋問は証拠調べの最後に行われる手

続きであり、和解できなければその後は

判決となります。 

 

６ 服装     

義務ではありませんが、スーツ等の服

装をお願いします。 

 

７ 持ち物 

（１）身分証と認め印をお持ちください。。 

（２）書証の原本の持参をお願いすること

もあります。 

 

８ 持ち物検査  

裁判所に入る際には、持ち物検査がありま

す。ご注意ください。 

 尋 問 手 続 


